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長
時
間
・
過
重
労
働
か
ら
職
員
を
守
る

特
集

　
長
時
間
労
働
や
過
重
労
働
は
職
員
の
心
身
の
健
康
を
脅
か
し
、
過
労
死
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
、
離
職
リ
ス
ク
を
高
め
る
と
と
も
に
、
職
場
の
活
力
低
下
に
も
直
結
す
る
重
大
な
課
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
本
特
集
で
は
、
そ
れ
ら
の
基
礎
知
識
を
整
理
し
た
う
え
で
、
健
康
へ
の
影
響
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
現
状
と
課
題
、
職
員
が
心
身
と
も
に
健
康
で
長
く
働
き
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
持

続
可
能
な
職
場
環
境
づ
く
り
の
た
め
の
具
体
策
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

4

　
本
稿
で
は
、過
重
労
働
と
そ
れ
に
伴
う
健

康
影
響
お
よ
び
健
康
障
害（
過
労
死
等
）に
つ

い
て
、
医
学
的
な
側
面
と
関
係
す
る
法
制
度

に
つ
い
て
概
説
し
ま
す
。

労
働
基
準
法・労
働
安
全
衛
生

法
と
行
政
監
督

　
は
じ
め
に
、
安
全
衛
生
に
関
す
る
法
制

度
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
労
働

基
準
法（
昭
和
22
年
法
律
第
49
号
）と
労
働

安
全
衛
生
法（
昭
和
47
年
法
律
第
57
号
）を

紹
介
し
ま
す（
図
１
）。

　

労
働
基
準
法
は
、１
９
１
１
年
公
布
、

１
９
１
６
年
施
行
の
工
場
法
を
前
身
と
し

ま
す
。
工
場
法
は
、労
働
者
保
護
を
強
行

的
な
基
準
と
し
て
定
め
、行
政
監
督
の
仕

組
み
を
樹
立
し
た
日
本
初
の
法
律
で
す
。

　
現
行
の
労
働
基
準
法
で
は
、労
働
契
約
、

労
働
時
間
、
賃
金
、
災
害
補
償
等
に
つ
い

て
定
め
て
い
ま
す
。
同
法
第
１
条
で
は
労

働
条
件
の
原
則
と
し
て「
労
働
者
が
人
た

る
に
値
す
る
生
活
を
営
む
た
め
の
必
要
を

充
た
す
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」こ
と
と
、「
こ
の
法
律
で
定
め
る
労
働

条
件
の
基
準
は
最
低
の
も
の
で
あ
る
か
ら

（
中
略
）向
上
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」と
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。
続

い
て
第
２
条
で
は「
労
働
条
件
は
、
労
働

者
と
使
用
者
が
、
対
等
の
立
場
に
お
い
て

決
定
す
べ
き
も
の
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
労
働
安
全
衛
生
法
は
、
労
働
基
準
法
の

「
安
全
及
び
衛
生
」の
規
定
を
分
離
す
る
形

で
つ
く
ら
れ
た
法
律
で
す
。
同
法
第
１
条

で
は
目
的
と
し
て「
職
場
に
お
け
る
労
働

者
の
安
全
と
健
康
を
確
保
す
る
と
と
も

に
、
快
適
な
職
場
環
境
の
形
成
を
促
進
す

る
こ
と
」を
掲
げ
て
い
ま
す
。
主
に
事
業

者（
使
用
者
）に
対
し
て
労
働
者
保
護
に
関

す
る
義
務
を
課
し
て
い
る
の
は
労
働
基
準

法
と
共
通
で
す
。

　

民
間
の
企
業
・
団
体
に
つ
い
て
は
、
労

働
基
準
監
督
署
が
労
働
基
準
法
等
の
関
係

法
令
に
基
づ
く
監
督
と
労
災
保
険
の
給
付

を
担
っ
て
い
る
一
方
、
地
方
公
務
員
に
つ

い
て
は
、
地
方
公
務
員
法（
昭
和
25
年
法

長
時
間・過
重
労
働
の
基
礎
知
識

総
論過

重
労
働
に
よ
る
健
康
影
響

律
第
２
６
１
号
）第
58
条
の
規
定
に
よ
り

労
働
関
係
法
令
の
一
部
が
適
用
除
外
と

な
っ
て
い
る
ほ
か
、
監
督
は
人
事
委
員
会

（
人
事
委
員
会
を
置
か
な
い
地
方
公
共
団

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構 

労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所

過
労
死
等
防
止
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー 

特
定
研
究
業
務
嘱
託
研
究
員

産
業
医
科
大
学 

ス
ト
レ
ス
関
連
疾
患
予
防
セ
ン
タ
ー 

特
命
講
師

田
原 

裕
之

出所：厚生労働省 平成22年度地域・職域連携推進事業関係者会議 (平成23年2月24日)配付
　　　資料「労働衛生行政のしくみと地域・職域連携の必要性」（一部改変）
　　　https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000032844.html

図1　労働基準法と労働安全衛生法の成り立ち
日本国憲法
1947(S22)年

黄燐燐寸製造禁止法
1921(T10)年

けい肺等特別保護法
1955(S30)年

じん肺法
1960(S35)年

じん肺法（改正）
1977(S52)年

工場法
1911(M44)年

工場法（改正）
1923(T12)年

作業環境測定法
1975(S50)年

労働安全衛生法
1972(S47)年

労働基準法
1947(S22)年
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体
に
お
い
て
は
地
方
公
共
団
体
の
長
）が
、

公
務
災
害
の
補
償
は
地
方
公
務
員
災
害
補

償
基
金
が
そ
れ
ぞ
れ
担
っ
て
い
ま
す
。

「
過
重
労
働
」と 

「
過
労
死
等
」の
定
義

　
「
過
重
労
働
」と
い
う
用
語
に
は
厳
密
な

定
義
は
あ
り
ま
せ
ん
。
業
務
の
量
の
問
題

で
あ
る
長
時
間
労
働
と
同
じ
意
味
で
使
わ

れ
る
と
き
も
あ
れ
ば
、
質
の
問
題
で
あ
る

過
重
感
な
ど
も
含
め
た
意
味
で
使
わ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
本
稿
で
は
長
時
間
労

働
と
区
別
す
る
た
め
後
者
を
用
い
ま
す
。

　
一
方
、「
過
労
死
等
」と
い
う
用
語
は
法

律
に
基
づ
く
定
義
が
あ
り
ま
す
。
具
体
的

に
は
、
過
労
死
等
防
止
対
策
推
進
法（
平

成
26
年
法
律
第
１
０
０
号
）第
２
条
に「
業

務
に
お
け
る
過
重
な
負
荷
に
よ
る
脳
血
管

疾
患
若
し
く
は
心
臓
疾
患
を
原
因
と
す
る

死
亡
若
し
く
は
業
務
に
お
け
る
強
い
心
理

的
負
荷
に
よ
る
精
神
障
害
を
原
因
と
す
る

自
殺
に
よ
る
死
亡
又
は
こ
れ
ら
の
脳
血
管

疾
患
若
し
く
は
心
臓
疾
患
若
し
く
は
精
神

障
害
」と
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。
よ
り
平

易
な
言
葉
で
言
い
換
え
る
と
、
①
業
務
に

お
け
る
強
い
心
身
の
負
荷
に
よ
っ
て
、
②

脳
血
管
疾
患（
例：脳
梗
塞
、脳
出
血
）、虚

血
性
心
疾
患
等（
例
：
心
筋
梗
塞
、大
動
脈

解
離
）、精
神
障
害（
例：う
つ
病
、適
応
障

害
）の
い
ず
れ
か
が
発
症
し
た
場
合
に
、

③
死
亡
例
だ
け
で
な
く
生
存
例
を
含
め
て

「
過
労
死
等
」と
呼
ぶ
、と
な
る
で
し
ょ
う
。

脳・心
臓
疾
患
と
精
神
障
害
の 

労
災・公
務
災
害
の
補
償

　
あ
る
人
が
何
ら
か
の
病
気
を
発
症
し
た

場
合
、
１
人
だ
け
の
情
報
か
ら「
業
務
に

お
け
る
強
い
心
身
の
負
荷
に
よ
っ
て
」発

症
し
た
の
か
を
医
学
的
に
検
証
す
る
の
は

簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仮
に
、
業
務
の

負
荷
以
外
の
条
件
を
揃
え
た
同
一
人
物
が

複
数
い
て
、
過
重
労
働
の
状
態
に
な
っ
た

場
合
と
な
ら
な
か
っ
た
場
合
を
比
較
で
き

れ
ば
最
も
信
頼
で
き
る
方
法
に
な
り
ま
す

が
、
現
実
に
は
不
可
能
で
す
。
現
実
的
に

可
能
な
方
法
に
よ
る
調
査
研
究
で
も
、
年

単
位
の
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
し
ば
し
ば

あ
り
ま
す
。

　
労
災
と
公
務
災
害
の
補
償
は「
迅
速
か

つ
公
正
な
」（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第

１
条
、地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
第
１
条
）

実
施
を
目
的
と
す
る
制
度
で
す
の
で
、
医

学
的
に
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
が
な
い
証
明
と

い
う
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
か
ら
得
ら

れ
た
知
見
や
こ
れ
ま
で
に
集
積
さ
れ
た
事

例
を
も
と
に
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
基
準
に

沿
っ
て
各
事
案
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
脳・心
臓
疾
患（
脳
血
管
疾
患
お
よ
び
虚

血
性
心
疾
患
等
）の
労
災
認
定
に
つ
い
て

は
、１
９
６
１
年
に
最
初
の
認
定
基
準（
昭

Profile
たはら・ひろゆき
産業医科大学医学部卒業後、
産業医として製造業をはじめ
とする複数の民間企業で、産
業医兼学校医として高等教
育機関で、また人事交流者と
して厚生労働省での勤務を
経験した。2025年9月現在、
情報通信業の民間企業で産
業医を務めるほか、労働安全
衛生総合研究所や産業医科
大学等において産業保健と
その関連分野の調査分析や
教育啓発に従事している。医
師免許のほか、労働衛生コン
サルタント（保健衛生）、第二
種作業環境測定士、産業医
科大学博士（医学）、社会医
学系専門医・指導医、日本産
業衛生学会産業衛生専門医・
指導医の資格を持つ。

和
36
年
２
月
13
日
基
発
第
１
１
６
号
）が

設
け
ら
れ（
１
）、
現
在
は
２
０
２
３
年
10

月
に
改
正
さ
れ
た
基
準（
令
和
３
年
９
月

14
日
基
発
０
９
１
４
第
１
号
、
令
和
５
年

10
月
18
日
基
発
１
０
１
８
第
１
号
）が
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。（
２
）

　

精
神
障
害
の
労
災
認
定
に
つ
い
て
は
、

１
９
９
９
年
に
認
定
基
準
の
前
段
階
に
あ

た
る
判
断
指
針（
平
成
11
年
９
月
14
日
基

発
第
５
４
４
号
）が
、
２
０
１
１
年
に
最

初
の
認
定
基
準（
平
成
23
年
12
月
26
日
基

発
１
２
２
６
第
１
号
）が
設
け
ら
れ
、
現

在
は
２
０
２
３
年
９
月
に
定
め
ら
れ
た
基

準（
令
和
５
年
９
月
１
日
基
発
０
９
０
１

第
２
号
）が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。（
３
）

　
地
方
公
務
員
の
場
合
は
、
労
災
認
定
基

準
を
踏
ま
え
つ
つ
、
地
方
公
務
員
災
害
補

償
基
金
が
独
自
に
通
知
や
指
針（
平
成
24

年
３
月
16
日
地
基
補
第
61
号
、
令
和
３
年

９
月
15
日
地
基
補
第
2
6
0
号
ほ
か
）を

定
め
て
お
り
、
実
質
的
に
同
様
の
内
容
に

な
っ
て
い
ま
す
。

脳・心
臓
疾
患
と
精
神
障
害
の

一
般
的
な
発
症
要
因

　
過
重
労
働
の
影
響
を
考
え
る
前
に
、脳・

心
臓
疾
患
と
精
神
障
害
は
も
と
も
と
患
者

数
が
多
い
病
気
で
も
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

概
説
し
ま
す
。

　
政
府
統
計
の
総
合
窓
口（
４
）で
２
０
２

０
年
実
施
の
厚
生
労
働
省「
患
者
調
査
」の

第
１
１
７
表（
傷
病
大
分
類
別
の
総
患
者

数
）を
検
索
す
る
と
、
脳
梗
塞
や
脳
出
血

な
ど
の「
脳
血
管
疾
患
」で
１
７
４
・
２
万

人（
う
ち
65
歳
以
上
１
４
４
・
１
万
人
）、

狭
心
症
と
心
筋
梗
塞
が
含
ま
れ
る「
虚
血

性
心
疾
患
」で
１
２
８
・
２
万
人（
同
１
０

１
・
２
万
人
）、う
つ
病
な
ど
の「
気
分［
感

情
］障
害
」で
１
７
２
・
１
万
人（
同
47
・
３

万
人
）が
日
本
国
内
で
入
院
ま
た
は
通
院

に
よ
る
治
療
を
受
け
て
い
る
と
推
計
さ
れ

て
い
ま
す
。
64
歳
以
下
で
は
、
脳
血
管
疾

患
と
虚
血
性
心
疾
患
が
そ
れ
ぞ
れ
30
万
人

前
後
、気
分［
感
情
］障
害
は
１
０
０
万
人

以
上
の
患
者
が
い
る
と
推
定
で
き
ま
す
。
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過
労
死
等
に
該
当
し
得
る
主
な
病
気
の

一
般
的
な
発
症
要
因
と
し
て
、
脳
・
心
臓

疾
患
で
は
高
血
圧
な
ど
が
、
精
神
障
害
で

は
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
出
来
事
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
ま
す（
表
１
）。
こ
れ
ら
の
発
症
を

減
ら
す
た
め
に
は
、
業
務
上
に
限
ら
な
い

発
症
要
因
に
つ
い
て
も
可
能
な
範
囲
で
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

過
重
労
働
は「
過
労
死
等
」を 

増
や
す
の
か

　

長
時
間
労
働
あ
る
い
は
過
重
労
働
が

脳
・
心
臓
疾
患
や
精
神
障
害
を
増
や
す
方

向
に
影
響
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

睡
眠
時
間
の
短
縮
を
介
し
て
の
影
響
は
ほ

ぼ
確
実
で
、
介
さ
な
い
影
響
に
つ
い
て
は

調
査
研
究
に
よ
り
幅
の
あ
る
結
果
が
出
て

い
ま
す
。
主
な
機
序
と
し
て
は
、
交
感
神

経
系
の
緊
張
や
ス
ト
レ
ス
ホ
ル
モ
ン
の
一

種
で
あ
る
コ
ル
チ
ゾ
ー
ル
の
分
泌
が
増
え

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
ま
す（
図
２
）。

　
ま
ず
、
睡
眠
不
足
の
一
般
的
な
影
響
に

つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
が
公
表
し
た「
健

康
づ
く
り
の
た
め
の
睡
眠
ガ
イ
ド
２
０
２

３
」（
５
）で
は
、
慢
性
化
し
た
場
合
に
、
肥

満
、高
血
圧
、２
型
糖
尿
病
、心
疾
患
、脳

血
管
障
害
の
発
症
や
症
状
悪
化
に
関
与
す

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
い
わ
ゆ
る「
過
労
死
ラ
イ
ン
」に
つ
い
て

も
、
元
を
た
ど
れ
ば
睡
眠
時
間
の
確
保
を

考
慮
し
て
設
け
ら
れ
た
基
準
で
す
。

　
脳・心
臓
疾
患
の
労
災
認
定
基
準
で
は
、

「
発
症
前
１
か
月
間
に
お
お
む
ね
１
０
０

時
間
又
は
発
症
前
２
か
月
間
な
い
し
６
か

月
間
に
わ
た
っ
て
、
１
か
月
当
た
り
お
お

む
ね
80
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
が
認

め
ら
れ
る
場
合
は
、
業
務
と
発
症
と
の
関

連
性
が
強
い
と
評
価
で
き
る
」と
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
基
準
は
、
２
０
０
０
〜
２

０
０
１
年
に
行
わ
れ
た「
脳・心
臓
疾
患
の

認
定
基
準
に
関
す
る
専
門
検
討
会
」の
報

告
書（
６
）を
も
と
に
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

報
告
書
に
お
い
て
は
、「
長
期
間
に
わ
た
る

長
時
間
労
働
や
そ
れ
に
よ
る
睡
眠
不
足
に

由
来
す
る
疲
労
の
蓄
積
が（
中
略
）自
然
経

過
を
超
え
て
著
し
く
増
悪
さ
せ
る
可
能

性
」が
あ
る
と
さ
れ
、
国
内
外
の
研
究
結

果
か
ら「
１
日
４
〜
６
時
間
程
度
の
睡
眠

が
確
保
で
き
な
い
状
態
が
継
続
し
て
い
た

か
ど
う
か
」の
視
点
が
妥
当
で
あ
る
と
し
、

日
本
人
の
１
日
の
平
均
的
な
生
活
時
間
に

関
す
る
調
査
結
果
と
併
せ
て
導
き
出
さ
れ

た
内
容（
図
３
）が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

睡
眠
時
間
の
短
縮
を
介
さ
な
い
影
響

に
触
れ
た
研
究
と
し
て
、
英
国
の
公
務

員
６
０
１
４
人
を
平
均
11
年
間
追
跡
し

たW
hitehall II Study

が
あ
り
ま
す
。

こ
の
研
究
で
は
、
１
日
３
〜
４
時
間
の
時

間
外
労
働
を
し
て
い
た
者
は
、
し
て
い
な

か
っ
た
者
と
比
べ
て
、
睡
眠
時
間
を
含
む

各
種
要
因
を
調
整
し
て
も
狭
心
症
・
心
筋

梗
塞
の
発
症
が
有
意
に
多
か
っ
た
と
の
結

果（V
irtanen

ら, 2010

）（
７
）で
し
た
。

こ
の
研
究
結
果
は
、
睡
眠
時
間
の
短
縮
を

介
さ
な
く
て
も
長
時
間
労
働
そ
の
も
の
が

虚
血
性
心
疾
患
の
危
険
因
子
に
な
り
得
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。

　
精
神
障
害
に
つ
い
て
も
、
少
な
く
と
も

睡
眠
時
間
の
短
縮
を
介
し
た
影
響
は
あ

り
そ
う
で
す
。
国
内
外
の
研
究
結
果
に

お
い
て
は
、
睡
眠
時
間
が
短
く
な
る
と
抑

う
つ
症
状
が
増
え
る（Szklo-C

oxe

ら, 

食事・入浴・
団らん・余暇等
4時間

通勤1時間

10時間

昼休み1時間

基本
労働時間
8時間

5時間/日×20日/月＝100時間/月
1日4～6時間の睡眠時間確保が難しくなる

睡眠
5時間

残業
5時間

24時間

図3　長時間労働に伴う睡眠時間確保への影響

表1　過労死等に該当し得る主な病気の一般的な発症要因
病気の種類 一般的な発症要因

脳血管疾患
（脳卒中）

脳梗塞 高血圧、心房細動（不整脈の一種）、脂質
異常症、糖尿病、喫煙、飲酒など

脳出血、くも膜下出血 高血圧、喫煙、飲酒など

心臓疾患 虚血性心疾患
（狭心症、心筋梗塞） 高血圧、脂質異常症、糖尿病、喫煙など

精神障害
うつ病 ストレスを感じる出来事、他の病気など
適応障害 ストレスを感じる出来事など

参考：国立循環器病研究センター「病気について」　https://www.ncvc.go.jp/hospital/pub/
　　　knowledge/disease/
　　　厚生労働省 こころの耳「ご存知ですか？うつ病」　https://kokoro.mhlw.go.jp/about-　　　
　　　depression/ad002/

出所：厚生労働科学研究費補助金 労働安全衛生総合研究事業（H20 - 労働 - 一般 - 008）平成20〜
　　　22年度 総合研究報告書（一部改変） https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/18936

図2　過重労働による健康障害の発生機序
長時間労働

睡眠不足 生活の犠牲

覚醒努力 心理的負担

交感神経の緊張
コルチゾール分泌

動脈硬化・高血圧 精神的疲労

精神障害虚血性心疾患脳血管疾患

業務過重感

参考：脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書 (2001年11月)
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）（
８
）こ
と
、
労
働
時
間
が
長
く
て

も
睡
眠
時
間
が
長
い
と
抑
う
つ
リ
ス
ク

は
上
昇
し
な
い（N

akata, 2011

）（
９
）と

い
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
個
々
の
労
働
者
の
健
康
問
題
に

お
い
て
は
、
睡
眠
不
足
が
誘
因
と
な
っ
て

精
神
障
害
の
発
症
に
つ
な
が
る
ケ
ー
ス

と
、
何
ら
か
の
機
序
で
発
症
し
た
精
神
障

害
の
症
状
と
し
て
睡
眠
の
問
題
が
顕
在
化

す
る
ケ
ー
ス
の
両
方
が
あ
り
得
ま
す
。

長
時
間
労
働
以
外
の 

負
荷
の
影
響

　
長
時
間
労
働
以
外
に
脳
・
心
臓
疾
患
や

精
神
障
害
の
発
症
に
影
響
し
得
る
も
の
と

し
て
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル（
終
業
時

刻
か
ら
次
の
始
業
時
刻
ま
で
の
間
隔
）が

短
い
勤
務
、
不
規
則
な
勤
務
、
ス
ト
レ
ス

フ
ル
な
勤
務
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
に
は
疲
労
回
復

に
重
要
な
睡
眠
時
間
や
余
暇
時
間
が
含
ま

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
ま
と

め
る
と
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
が
短
い

労
働
者
ほ
ど
睡
眠
問
題
が
大
き
く
、
疲
労

感
が
強
く
、
血
圧
が
高
い
こ
と
な
ど
が
報

告
さ
れ
て
お
り
、
特
に
11
時
間
未
満
の
者

に
お
い
て
悪
影
響
が
顕
著
で
す
。（
10
）

　
法
制
度
で
は
、
働
き
方
改
革
関
連
法
で

改
正
さ
れ
た
労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善

に
関
す
る
特
別
措
置
法（
平
成
４
年
法
律

第
90
号
）に
よ
り
、
２
０
１
９
年
４
月
か

ら
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
制
度
の
導
入
が

事
業
主
の
努
力
義
務
に
な
り
ま
し
た
。

　
不
規
則
な
勤
務
と
し
て
、
主
に
深
夜
業

と
交
替
制
勤
務
が
あ
り
ま
す
。
深
夜
業
は

労
働
基
準
法
で
22
時
～
翌
５
時
の
一
部
ま

た
は
全
部
が
含
ま
れ
る
勤
務
を
指
し
ま

す
。
交
替
制
勤
務
は
い
く
つ
か
に
区
分
さ

れ
た
労
働
時
間
帯
を
分
担
ま
た
は
交
替
し

な
が
ら
行
う
勤
務
の
こ
と
で
す
。
こ
れ

ら
の
勤
務
形
態
は
、
労
働
時
間
帯
が
本
来

の
休
息
時
間
帯
と
重
な
る
た
め
疲
労
回

復
に
必
要
な
睡
眠
時
間
が
削
ら
れ
や
す

く
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
眠
気
の
増
大
や

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
低
下
に
よ
っ
て
作
業

安
全
や
品
質
に
関
す
る
問
題
も
生
じ
や
す

く
な
り
ま
す（
図
４
）。
そ
の
他
、始
業
や

終
業
時
刻
の
不
規
則
さ
、
予
定
さ
れ
た
勤

務
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
頻
繁
な
変
更
が
あ
る

と
、
疲
労
回
復
に
適
し
た
夜
間
に
十
分
な

睡
眠
を
と
り
に
く
く
な
り
ま
す
。

　
ス
ト
レ
ス
フ
ル
な
勤
務
と
し
て
、
事
故

や
災
害
へ
の
遭
遇
、失
敗
や
過
重
な
責
任
、

過
重
な
量
的
・
質
的
負
荷
、
役
割
や
地
位

の
変
化
、
対
人
関
係
の
問
題（
各
種
の
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
を
含
む
）と
い
っ
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
不
安
、
意
欲

の
低
下
、
疲
弊
感
、
不
眠
な
ど
の
症
状
を

介
し
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
低
下
さ
せ
、

脳
・
心
臓
疾
患
や
精
神
障
害
の
発
症
リ
ス

ク
を
高
め
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

さ
い
ご
に

　
過
重
労
働
に
伴
う
健
康
障
害（
過
労
死

等
）を
防
ぐ
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
睡

眠
時
間
が
削
ら
れ
る
こ
と
は
脳
・
心
臓
疾

患
や
精
神
障
害
の
発
症
を
促
す
要
因
で
あ

る
と
認
識
し
た
う
え
で
、
働
き
方
・
休
み

方
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
労
働
基
準
法
や
労
働
安
全
衛
生
法
な
ど

の
法
令
は
事
業
者（
使
用
者
）に
対
す
る
規

制
が
主
体
に
な
っ
て
い
ま
す
。
労
働
者
自

身
が
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
は
、
睡
眠
を

は
じ
め
と
す
る
日
々
の
生
活
習
慣
を
で
き

る
限
り
安
定
さ
せ
る
こ
と
、
継
続
的
な
治

療
を
要
す
る
基
礎
疾
患
が
あ
る
場
合
に
は

確
実
に
治
療
を
続
け
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
業
務
時
間
外
の
医
療
機
関
受
診
は

す
べ
て
労
働
者
の
自
己
責
任
と
考
え
ら
れ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
仕
事
が
忙
し
く

て
時
間
が
取
れ
な
い
状
況
に
な
る
な
ど
、

間
接
的
に
勤
務
形
態
や
労
働
環
境
が
影
響

す
る
こ
と
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
労
使
双
方
の
取
り
組
み
が
両
輪
と
し
て

機
能
し
、
健
康
的
な
働
き
方
・
休
み
方
が

定
着
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
ま
す
。
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図4　夜勤・交替制勤務と健康、安全、生活の質
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